
経済論叢(京都大学)第 178巻第 l号， 2006年7月

の とコーポレートガノすナン

一一比較制度分析からのアプロー
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買はじめに

2001年，アメリカでも有数の大企業であるエン口ン社が 2002年にはワール

ド・コム社等の大会社が次々と経営破綻した。このような一連の倒産の主たる

原因として，経営者による企業不正を看過した内部統制の問題や外部監査の機

能不全等があげられる O このような 国に対し， Sarbanes・OxleyAct of 

2002 (以下， SOX法という)が施行され，制度改革への期待が高まっているo

SOX法の罰的は?健全なコーポレートガパナンスの構築であり，本法や関連

法規に基づいて様々な改革が行われている九たとえば，不正を看過した内部

統制の脆弱性に対して，経営者へ内部統制報告書の提出を義務付けるとともに，

その報告書の中で，内部統制構築に関する経営者の責任について記載すること

を求めている法第404条)。これは，コーポレートガパナンス構築にお

ける内部統制の役割に対する期待のあらわれであるといえる。

しかし，そもそもマネジメントコントロールのひとつにすぎない内部統制が，

はたしてコーポレートガパナンス構築のツールとなりうるかという問題がある O

また，いかにして内部統制の機能の変容が生じたかについても疑問となるとこ

ろである O それにもかかわらず， SOX法の制定前後に多数みられる議論では，

内部統制とコーポレートガパナンスとの結びつきについて当然のものとし，両

者の密接な関係を前提として検討されているものが多数を占めているように思

1) 詳細については，住久間 [2005]参照。
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われる D そのため，両者がどのような関係にあるかについて改めて考察する必

要があるのではないかと考える D

そこで本稿では，比較制度分析のアプローチ(青木・奥野 [1996J，Aoki 

[2001J) を用いて，内部統制の起源までさかのぼり，進化の要因およびプロ

セスの検証を行う O そもそもマネジメントコントロールの一手段にすぎなかっ

た内部統制が， r企業経営を支えるインフラの 1つJ(鳥羽 [2005]17ページ)

としてどのように発展し，しゅョにコーポレートガパナンス構築へのツールとし

て進化していったかについて考察する O

本稿の構成は以下のとおりである O 第H節では，内部統制の進化について，

内部牽制から， American Institute of Certifi.ed Public Accountants (以下， AICPA 

という)， the Committee of Sponsoring Organizations of the Com-

mlsslOn 以下， COSOという) [2004]で提示された， r全社的リスク

合フレームワークJ(Enterprise Risk Management-Integrated Framework :以

下， ERMという)までの歴史的経緯を辿る O その授史的事実をふまえて，比

較制度分析のアプローチを用いて進化の要因とプロセスについて検討する O 続

く第盟節では， SOX法でも議論および改革の中心となったコーポレートガパ

ナンスと内部統制の関連について，先行研究のレビューを中心に考察する O

後に，第N節で本稿をまとめる O

日内部統制の進化

相次ぐ企業不正が明るみに出るたびに，不正企業における内部統制の機能不

れ，多くの議論を巻き起こしている O そこで，本節では，内部統制

とはいかなるものかを考える上で，その起源ともいわれる内部牽制から，

AICPA [1992J， [1994] およびその発展形といわれる AICPA [2004]にいた

るまでの歴史的変遷について米国を中心として検討を行う O 特に，本節の後半

では，比較制度分析の視点から，その進化の契機およびプロセスに関して検討

を試みたい。
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1 内的要毘による進化~1970年代以前

内部統制の起源について確かなことはし、えない [1998Jp. 55)が，内部

統制の原初形態であり(森 [2000J122-124ページ)，中心的な機能は，

制 (Intemal である(鳥羽 [2005]2， 76ページ)。そもそも内部牽制とは，

「一つの仕事を一入の独断専行に委せず 2

より，おのずか [1954] 349ベー

ジ)であると

たものではなく

れる O このようにp 本来，内部牽制は会計システムに限っ

[1954J 349-350ページ)，一殻的なチェツクシステムで

あった。その機能は，

日的とするものである

しかし，企業の規模が拡大し，

内部牽制を組み込むようになる

の形態は f内部会計統制

会計統制とは9 実際の在高と

よって，過不足がある場合にはそ

に合わせるとともに，

を国ることをいう

ものと

し，これら ら資産の

and De員iese[1957] p. 55)。

れるにつれ，会計統制の一部に

122ページ)。このよう

j と呼ばれている O

し，一致の有無を確かめることに

して帳簿を訂正し，

ことによって，

362-376ページ)。そして，この会計統

し?

して，人間の注意力による栢瓦チェックを行ったのである。した

がって，この時期における内部統制は，従前の資産保全の手段としての機能に

加えて，正確な会計記録保持のための手段 andDefliese [1出 (Jp. 

55) としても機能していたといえる O

このように，従業員不正@誤謬の摘発防止を目的とした内部牽制が，

るため，会計システムに組み込まれ， r企業

目的の達成の確保を自的とする内部統制の出発点J(森 [2000J 124ページ)と

なった。

その後ヲ内部統制は，従来の会計業務に加えて， も対
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象とした f内部経営統制 (InternalAdministrative Control) Jへと拡大した。

このような内部経営統制は，業務の効率性を促進させ，経営方針を規定するた

めの組織の計画や事業に用いられる方法と評価をコーディネ…トしたすべてを

含んだ統制と定義される (Lenhartand Defliese [1957] p. 0 すなわち，こ

れまでの内部統制が，計画と統制を密接に結びつける内部統制へと進化したと

考えられる O このような変化は，企業の大規模化に伴う

の発展による寵接的監督の国難化に対応、したものであり，

達成を確保するためであった [2000J 125ページ)。

目的の

以上までに考察した内部統制は，マネジメントコントロール(場合によって

は，タスクコントロール)の機能を主たる機能として内在しているといえる O

ここで，マネジメントコント口ールとは， rマネージャーが組織の戦略を実行

るために歩組織の飽のメンバーに影響を与えるプロセスJ and 

Govindarajan [2001] p. 6) をいう O 同様に，タスクコントロールとは，

のタスクが効率的@有効的に実行されるかを保証するプロセスjと

and Govindarajan [2∞1] p. 10) 0 上記 2つの定義からも，これまで

考察してきた内部統制の機能は andGovindarajan はおける，

コントロールの機能を有した統制システムであり，経営者のためのコント口ー

ルツールといえるであろう O 本稿では，この時期までの内部統制jをマネジメン

トコントロールとしての内部統制2) と呼ぶこととする O

2 外的饗閣による進化~1970年代以時

ここまで考察したように，企業ごとに独岳に発展してきた内部統制も，その

後，多くの外部環境からの脅威により，マネジメントコントロールのツールと

しての機能に加えて新たな機能を模索することになる九

2) マネジメントコントロールとしての内部統制と外部監査との詳細な関棋については，臼下部

[1975] 216-234ページ，高田 [1979J150同 156ページ，脇田 [1996]120-126ページ他参照。

3) j:J時における塵史的経韓の詳細については，八回 [2003].往久間 [2006]参賠。
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1960年代後半になると，企業の不正あるいは粉飾事件(たとえば，コンチネ

ンタル・ペンデイング事件やナショナル e スチューデント・マーケテイン

件)が頻発し，また1970年代に入っても p ベン・セントラル社事件やエクイ

ティ・ファンヂイング事件に代表される粉飾事件の勃発 そして， 1972年に始

まるウォーターゲート事件やベトナム戦争での敗北等をつうじて，市民レベル

からの批判が高まり，企業の内部管理体制の在り方に関して見直しを迫る機会

が訪れた(山浦 [2001]81， 92ページ)。

このような社会情勢に対し， AICPAは， 1974年， i監査人の責任委員会J

(通称，コーエン委員会)を組織し， AICP A [1978]を公表するなどの対応を

図った。同時期には，海外不正支払防止法 (Foreign Practices Act of 

1977)が施行され，経営者が確立・維持しなければならない内部統制領域のう

ち「内部会計統制jが法定化された。

1980年代には，アメリカにおけるバブル経済の破綻を通じて，さまざまな企

業の樹産および不祥事が新たに明るみになった(たとえば， S&Lなどの金融

O これらの企業不祥事は 概して内部統制の機能不全等が原因とみら

れていた。このような事態に対処するため， AICPAは，アメリカ

内部監査人協会?財務相当経営者協会，全米会計入協会からなるトレッドウェ

イ委員会を発足させた [1987Jp. 1) 0 その後，この委員会の検討結

果は， AICP A [1987J として公表され，財務報告における内部統制

せるものとなった。また報告書は 海外不正支払防止法

によって 9 けられたにもかかわらず，

報告が後を絶たないことを調査している [1987Jpp. 17-29) 0 調査さ

は，経営者による内部会計統制への不当な関与や内部会

計統制の範囲を超えた不正が含まれていた。そのため報告書は，内部会計統制

よりも広範囲な内部統制構築の必要性を勧告している [1987Jpp. 

33-34)。しかし?これまでの議論における内部統制が意味するところは人に

よって異なり，そのことに起因して内部統制についての共通の理解を妨げる原
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因となっていた。そこで関係者の認識・理解を高めるため，関係者間で共有で

きる f内部統制の定義ないし枠組みJを検討する必要が生じた。

そこで，上記の AICPA[198灯の勧告を受け， トレッドウェイ委員会支援組織

会 (Committeeof Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

れた。この委員会において行われた内部統制に関する総合的な研究結

果は， AICP A [1992]， [1994] (通称、:COSOレポート)として公表されたo

AICPA [1992]， [1994Jは，内部統制に関する様々な考え方を 1つのフレーム

ワークに統合し，その基で内部統制に共通の定義的を与えるとともに，内部統

制を構成する要素を明らかにした (AICPA[1992J p. 9) 0 また，内部統制の

目的に関連づけた内部統制の評価を可能にする具体的なフレームワークも明ら

かにしたことにより，主要各国の企業社会で受け入れられるようになった(鳥

羽 [2005J4-5ページ)。しかし，経営者の行うことすべてが内部統制に合まれ

ているわけではなし、。たとえば，戦略的経営計画，事業体レベルの目的設定，

リスク管理等については，内部統制の構成要素とみなされていなかった。

このよう [1992J， [1994]におけるフレームワークは，これまで

の内部統制(たとえば， American Institute of Accountantsにおける 5) 

と，いくつかの点で相違する O 第 1に， AICP A [1992J， [1994Jにおいては，

内部統制を「事業体の取締役会，経営者およびその他の構成員によって遂行さ

れるプロセスj と しているように， rプロセスjと捉えている O 第2に，

取締役会や経営者に言及することによって，コーポレートガパナンスと

を確保している O すなわち，内部統制の一部として経営者等を認識している O

このような考えは，従前における内部統制概念において，内部統制の範鴎には

4) ここでの定義とは， r業務の有効性と効率性，財務報告の信頼性，関連法規の遵守という 3つ
の目的に分けられる目的の達成に関して合理的な保証を提供することを意図した，事業体の取締

役会，経営者およびその他の構成員によって遂行されるプロセスJである (AICPA [1992] p. 

10)。

5) 内部統制とは， r企業の資産を保全し，会計記録の正確性と信頼性を保証し，経営機能を高め，

そして，経営者の定めた諸方針の遵守を促進するために，企業内部において設定された，組織，

計画，手続，調整のための方法や手段を総称するものJと定義している (AmericanInstitute of 

Accountants [1949])。
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経営者が含まれていなかった点との大きな違いであるといえる。第 3に，統制

自的として，新たに f関連法規の遵守Jを加えた点があげられる O 最後に，

COSOフレームワークにおいて，内部統制の構成要素6) を明示し，それらの

構成要素が内部統制の脊効性を評価する具体的な規準である点もあげられる o

この概念は， 2002年に制定された SOX法においても

るO すなわち，同法の第404条および関連の SEC規則では，

占めてい

よる内

部統制の構築@維持や内部統制報告書の作成を義務づけ かつ間報告書の信頼

性確保のための公認会計士による保証を法定化している O

その後， 2004年 9月には， COSOより新たに ERM7
)が公表された。 ERM

は， COSOフレームワークを尊重しながら， リスクマネジメントへの応用を

提示したものである O この AICPA[2004J は， リスクを有効に識別，評錨@

ためのフレームワークに対する要求が高まってきたことに対応したも

のである。この内部統制は 上記 COSOの内部統制のフレームワークに代わ

るものではなく，むしろそれを取り込む形で成立しているヘこれまでに進化

した内部統制を，本稿では，コーポレートガパナンスとしての内部統制と呼び，

それまでのマネジメントコントロールのための内部統制と区別することとする O

以上までの考察で，内部統制は時代の必要に応じて変化してきたことが明ら

かとなった。すなわち，内部牽制から内部統制jへ，そして内部統制自体もマネ

ジメントの機能を託含し，経営者をも対象に加えたコーポレートガパナンスの

構築にも関連した内部統制へと拡張した。そして現在では，全社的リスクを考

6) 内部統制の構成要素は，統制環境， リスクの評価，統斜活動，情報と伝達，監視活動の 5つで

ある。

7) ERMとは，事業体の目的達成に合理的な保証を与えるために，事業体の取締役会，経営者等

によって実施され，戦略の策定時および‘企業全体に渡って適用され，事業体に影響を与える可能

性のある潜在的な事象を識別するとともに，事業体のリスク選好の範囲内にリスクを管理するた

めに設計されたプロセスである (AICPA[2004] p.2)。詳細については，住久間 [2006]参照。

8) AICPA [1992]との明確な違いは， AICPA [2004]では，事業体が達成すべき目的として戦

略，業務，報告およびコンブライアンスという 4つが示されている。また，内部統制jの構成要素

としては8つの要素(①統制環境，②目標の設定，③事象の識加，④リスクの評儲，⑤リ

スクへの対応、，⑥統制活動，⑦情報と伝達，③監視活動)を提示している (AICPA [2004] 

pp. 2司 4)。詳細な相違点については，佐久間 [2006]参照。
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簸 1閣 内部統制の瀧北(観念関)

0...法定化

外部環境 4…内部品先制の効果

仁コ..・現実的相関図 す
ネーターの介入等)

1970年九 1990年代， COSO 2∞ SOX法
海外不正支払防止法
会話統制の法定住

内的要求への対応 外的要求への対応
(企業規模の拡大・複雑化不正事件等への対応)

マネジ、メントコントロールとしての内部統制 コーポレートガパナンスとしての内部統制

癒したものへと変貌を遂げている(第 1図参照)。

3 比較制度分析の鵠点からの考察

以上までで，内部牽制から ERMにおける内部統制までを歴史的事実に却

して分析してきた。つづいて 内部統制の進化9) を比較制度分析のアブローチ

@奥野 [1996J，Aoki [2001J pp. 231-244) を用いて考察する。比較制

度分析のアプローチを採る理由は，進化フ。口セスにおけるダイナミズムの理解

が可能となるからである(青木@奥野 [1996]，Aoki [2001J) 0 さらに，この

ような考察を可能にするのは， r会計は進化的であり相関的であるJ(Littleton 

[1933] p. 362) という性費を有しているからである O すなわち，会計には現実

的相関性10) と履史的相関性という 2つの性質が内包されている (Littleton

[1933] pp. 361-362) 0 特に，歴史的相関性によって，時代の必要に応、じて発生

9) 伊藤 [1996]では， Batesonの共進化プロセスを会計原則と会社法との関係にさ当てはめて進化

の過程を説明している (413ページ)。

10) 現実的棺関性とは，当面の問題を解決することに貢献する会計の能力のことをいう (Littleton

[1933] p. 361)。
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し，その環境に適応して進化している (Littleton[1933J p. 362)。この歴史的

相関性は，比較制度分析でいう震史的経路依存性と関係のある概念といえる O

なぜなら，会計は，歴史的相関性によって過去における会計の発展とその歴史

的環境との関係に関わるものである (Littleton[1933] p. 362) 0 そのため，ひ

とたび分岐が生じれば，再び同一の環境に藍臨しても経過した軌道に左右され

る形で必然的に異なる形態をとるといえる (Aoki[2001J p. 16)であろう o

したがって，本節における比較制度分析のアプローチを用いた考察によって，

会計のー形態でもある内部統制の進化について その発端および過程をも明ら

かにしうるものと考える O

第 1図は， rr 2. までに考察した内部輩出jから ERMのフレームワークまで

のおおまかな進化の流れを図示している O すなわち，内部牽制を起点として，

時代ごとに必要とされた機能を加え続け， AICP A [2004Jで提示された内部

統制のフレームワークにいたっているO このような進化の過程において，

となるのは，以下で示すように外部環境と企業組織との関係であるといえる O

次lこ，進化の生じる要因およびプロセスについて考察する o Aoki [2001Jに

よると，進化プロセスは，以下に記述するように発生し，収束する O すなわち，

現存の状態が経済主体の期待にそぐわない場合，経済主体は，その状態を大輯

に改訂しようとする O そのような行動に経済主体が移る条件は， ドラスティッ

クな環境変化とダイナミックな結果の累積的インパクトの結合した場合である O

そして，この進化プロセスは，不断に改訂されるモデルが外部と内部で整合的

になり，予想システムが共有されるとき，一旦収束する O

この一殻化された進化プロセスを，第 l図で示した内部統制の進化プロセス

にあてはめると次のようになる。つまり 企業内のシステムである内部統制は，

企業外部の環境変化や政府等のコーディネーターによる影響などという外的な

環境要閣と，内部統制自体が苧んだ問題の顕在化という内的な累積インパクト

をトリガーとして，内部と外部のギャップがある一定レベルに収束するまで進

化し続ける O これらの要因によって システムが不可逆的な変化をもたらす
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-奥野 [1996]299-300ページ， Aoki [2001]) 0 そして，この一連の進

化プロセスは，墜史上何度も繰り返されている O つまり，内部統制は，このよ

うな進化のダイナミズムの発生および進化プロセスを経て，それぞれの環境に

適応し，時代の必要に応じる形で進化し続けていると考えられる O このような

内部統制の機能拡張をつうじて，企業組織と外部環境との距離についても狭

まってきている(第 1図の左側と右側にある矢印の差を参照)。

ところで，いままで検討してきた内容から，マネジメントコントロールとし

ての内部統制の進化までとコーポレートガパナンスとしての内部統制の進化で

は，主要な進化の要因が異なっている点が指摘できる O すなわち，マネジメン

トコントロールとしての内部統制における進化は，企業が組織を変化，あるい

は拡張するにつれて，経営者が絶えず会計システムを再構築する (Sunder

[1997] p. 53) ことが主要な要国であると考えられる(第 1図の左側)。

コーポレートガパナンスとしての内部統制における進化は，企業自らの原因と

いうよりも，社会的批判等を背景にした法令や職業専門化団体による要因が強

く影響しているであろう O このような社会批判等が生じる原習は，外部環境に

働きかける内部統制の一部の機能が，外部環境に対して効果を発揮できなかっ

たことによると考えられる 1図の右側)。すなわち 本来企業固有のマネ

ジメントコントロールシステムに対し，利害関係者を中心として，高度な期待

を形成してしまう状態が生じるためで、あると考える川。このように，マネジメ

ントコントロールとしての内部統制とコーポレートガパナンスとしての内部統

制には大きな違いがあるといえるω。

このマネジメントコントロールとしての内部統制とコーポレートガパナンス

としての内部統制の転換点は，海外不正支払防止法の施行にあると考える O 企

業内で自生的に進化し続けてきた内部統制に対して，外部環境(コーデイネー

11) ここでのギャップは，期待ギャップも含めたより一般的な意見の相違とする。

12) 進化の要因は異なるものの，内部統制における機能そのものが全く変わったというわけではな

L 、。
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ター)から，強制的な介入によって，進化のプロセスが大きく変容したと解せ

るであろう O そして，この転換点と同時に，内部統制の役割期待についても変

化が生じたと考えられる O

また，会計そのものの有する歴史的相関性あるいは内部統制機能の麿史的経

路依存性から，コーポレートガパナンスとしての内部統制の限界を説明できる。

すなわち，内部統制そのものが内包するマネジメントコントロール機能自体が，

その経路依存的性質から，コーポレートガパナンスとしての内部統制にも引き

継がれている O そのため，ガパナンス機能について期待ほど効果が生じにくい

のではないかと考える O つまり，関じコントロールツールでありながら，ツー

ルの使用者である経営者とガパナンスの対象者である経営者が一致してしまう

という事態が生じる場合がありうる O

以上のことから，内部統制の進化の背景にある諸要因の違いによって 9 マネ

ジメントコントロールとしての内部統制から コーポレートガパナンスとして

の内部統制へと進化していることが暁らかになった。また，内部統制が内包し

ている経路依存性の性質によって，内部統制が苧んでいる限界の原因について

も指摘した。これらの性質を詳細に分析することによって，将来進むであろう

内部統制の進化の方向性を導出することも可能になると思われる O

IH コーポレートガパナンス構築に向けて~内部統制による根拠

前節までに検討したように，内部統制は時代に応じて機能を拡張してきてい

るO この節では，内部統制とコーポレートガパナンスの関係について検討す

る1ヘ
13) 紙面の都合から本稿では割愛するが，内部統制とコーポレートガパナンスの関係を検討する上

で，両者と外部監査とのそれぞれの関係についても考産する必要がある。そもそも，内部統制と

外部監査との関係は，監査を効率的に実施する試査の観点から従前より多くの議論がなされてい

る (Lenhartand Defliese [1957J pp. 59-60勉)。その飽に両者の関係を訴す先行研究としては，

外部監査は，内部統制の機能をチェックするために要求されるもの (Abdel-Khalik[1993])，あ

るいは内部監査と外部監査は代替関係にある (Careyet al. [2000]， Widener and Selto [1999J) 

という関係などが指摘されている。特に内部統制と外部監査の関係については，佐久間 [2006J

参照。
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内部統制に対する関心度は， 1900年から1990年代までをつうじて，当初はほ

とんど示されなかったが， 70年代を境に急激に増加している (Root[1998] p. 

55)。内部統制の需要者についても，企業の利害関係者14) を中心として

(Kinney [2000])増加傾向にある 15)と指摘されている (Power[1997] ， [2000]， 

Hermanson [2000J) 0 

このような内部統制に対する需要増加の要因のひとつとして，内部統制の有

用性が考えられる o Hermanson [2000]によると，財務報告の利用者は，自ら

の意思決定に影響を与え，財務報告を改善するという点で有用であることを認

めている O 特に経営者からの内部統制への需要に関する研究として， Abdel-

Khalik [1993]がある o Abdel.嗣.Khali出k[註19ω93泊]でで、は，経営のトップレベル層ほ

とコントロールの喪失度合いが上昇するため，内部統制に対して需要が高ま

るということを指摘している O

このように内部統制に対する関心や需要は多いことが示されている。このよう

な先行研究が示す証拠とコーポレートガパナンスとはどのような関係があるので

あろうか。次に，内部統制とコーポレートガパナンスとの関係について考察する O

内藤 [2003] は，内部統制の充実は，コーポレートガパナンスに直接関係し

ていると指摘し，企業ガパナンスの観点から，経営者が内部統制を確保するこ

とが社会的責務であると主張している (203ページ)。また，町田 [2004]では，

経営者不正を防ぎ，企業経営の健全性，効率性等に貢献するようなモニタリン

グ構造として，企業内に設置されるものとして内部統制をとらえている (121

14) たとえば，経営者や監査委員会，外部取締役の俄に，サプライヤー，消費者，労働者，投資

家・債権者等が合まれる (Kinney[2000] pp. 84ω85)。

15) 内部統制の需要が増加しているものの，内部統制自体は万能のツールではない。たとえば内部

統制の限界については，経営者による内部統制の無視の開題，内部統制の故障，共謀，費用と効

果の関係があげられる (AICPA，COSO [1992] ch.7)。また，内部統制に限らず，人間が構築

するシステムの一般的な限界として次のような指摘もある。すなわち，人間によって設定され，

人間によって運用されるシステムは，すべて強い圧力や干渉がある場合には，機能しなくなって

しまう (Mautzand Sharaf [1961] p. 141)。特に内部統制にi現定すれば，内部統制を検討する人

が知らない閣に内部統制の手続が期待どおりに作用しなくなり，その有効性が乏しくなる

(Ma凶 zand Sharaf [1961] p. 145) とL、う事態も生じるであろう。同様の指摘は，高田 [1979]

157-159ページでもなされている。



28 (28) 第 178巻第 1号

ページ)0 

内藤 [2003Jや町田 [2004J にみられる広い意味での内部統制とコーポレー

トガパナンスの関係の考察のほかに， AICPA [1992J， [1994]で提示された

内部統制とコーポレートガパナンスの関係に言及している研究もある D たとえ

ば，森 [2000Jでは， COSOの示す内部統制において，最高経営者の下部組

織としての内部統制と上部構造であるコーポレートガパナンスを結合させるも

のとして，統制環境の存在，重要性を指摘している (91-103ページ)。

鳥羽 [2005J では， AICP A [1992]， [1994]における内部統制が，経営者

だけではなく，取締役会等をも含めた内部統制とコーポレートガパナンスに関

する議論を可龍にしたと指摘している O また，内部統制とコーポレートガパナ

ンスは密接な関係であると主張している。この根拠として，企業不祥事が，経

営者だけの問題としてとらえるのではなし取締役会等の機能状況を含めた

コ…ポレートガパナンスの脆弱性や内部統制の機能不全の問題としてとらえる

必要が生じているためで、あるとしている。そして， Iコーポレートガパナンス

がどの程度強固に確立されているかは，内部統制がどの程度有効に構築されて

いるかを測るうえでの物差しJ(鳥羽 [2005] 12ペ…ジ)という両者の関係を

指摘している。

これらの先行研究から，内部統制とコーポレートガパナンスは，理論的に関

係があるということが導き出せる o AICP A [1992]， [1994Jで提示された内

部統制についても統制環境をつうじて，経営者や取締役会を含めたコーポ

レートガパナンスの構築にも関係しているといえる。このように，内部統制に，

統制環境というマーケット志向の概念を取り入れた結果，従来のマネジメント

システムとしての枠を超えた内部統制の拡張が可能となると考えることができ

る16)。

しかし，内部統制とコーポレートガパナンスの関係については，ほとんど研

16) 内部統制の状況を市場に対して報告することによって，市場をつうじた内部統制の改善を龍す
ことができるという指摘もある(町田 [2004]122ページ)。



内部統制の進化とコーポレートガパナンス (29) 29 

究がなされていない (Maijoor[2000J p. 108) という批判も一方では存在する O

特に， sox法により，内部統制報告の義務づけがなされた状況で，内部統制

とコーポレートガパナンスとの関係についての詳細な実証研究が新たに必要に

なると思われる O 問時に，内部統制という企業それぞれの独自のシステムに関

して，規制を加えることは，従来のマネジメントシステムとしての機能を阻害

するおそれも考えられる O すなわち，規制による向型化を進めた結果，倍々の

企業において，マネジメントシステムとしての機能不全，企業内における分離

が生じ，新たなコストを企業に強いることになるおそれも十分考えられる。

加えて，財務報告との関連で，内部統制とコーポレートガパナンスの関係に

ついても，必ずしも検証されているわけではない (Maijoor[2000J p. 102) と

いう批判にも耳を傾ける必要がある O 今後，内部統制の状況に関する開示が行

われることになり，内部統制とコーポレートガパナンスの関係が，より

明らかになるといえる O

IV おわりに

以上までの考察から，内部牽制に始まり， AICPA [2∞4Jにいたるまでの

内部統制の進化のプロセスおよび要因ならびにコーポレートガパナンスとの関

連について検討を行うとL、う本稿の目的はおおむね達成されたものと思われる O

内部統制は，内部牽制機能を原始的形態とし，その後，内部統制はマネジメ

ント機能を包含し，経営者にとってのマネジメントコントロール手段のひとつ

へと発展していった。そのため，ここでの内部統制は，経営者がマネジメント

システムとして運用@維持するシステムとして機能しており，経営者のコント

ロールに関しては内部統制の玲外であった。しかし，相次ぐ企業不正を防止す

る手段として，内部会計統制に関する部分を法定化するとともに， AICPA 

[1992J ， [1994]では，従来の伝統的な内部統制を進化させ，内部統制の一部

に経営者や経営者を監督する取締役会を含めるフレームワークを提示した。こ

の概念は，デイファクトスタンダートとして世界中に広がり， sox法におい
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てもモデルとして取りよげられている O さらに， AICPA [2004Jでは，戦略

への支援をも含めた内部統制のフレームワークが提示されている O 本稿では，

比較制度分析の手法を用いて 内部統制の進化の原因およびプロセスを考察し，

この結果，外部環境と企業内部におけるギャップを解消する形で進化が始まり，

そのギャップの収束にいたって 一連の進化プ口セスが終了すること明らかに

した。

しかし，このように進化し続けている内部統制にも限界は残されている O た

とえば， AICP A [1992Jでも指摘しているように，経営者による手正等につ

いてはすべて排除できるものではなし、。この原因としては，内部統制に内荏す

る歴史的経路依存性あるいは歴史的相関性が大きく関わっている点を考察した。

sox法における健全なコーポレートガパナンス構築のための諸政策のひと

つである内部統制に関する一連の法定化は 理論的には好ましい改革であった

といえる O しかしp 過去の経験が示すように，海外不正支払紡止法の施行に

よっても，企業不正は一向になくならなかった。この事実からも， sox法に

よる改革はどの程度の効果があるか疑問の余地は大きし、。また，先行研究にお

けるコーポレートガパナンスと内部統制との関係を検証する実証研究は多岐に

わたるものの，両者の関係性を決定づけるまでにはいたっていないのではない

かと考える O 同様に，改革後の両者の関係を分析する実証研究についても，研

まれるところであるIヘマーケットの評価する内部統制あるいは

コーポレートガパナンスの構築については，今後の課題としてヲ稿を改めて別

したL、。

17) 本稿では直接の検討対象とはしなかったが，このような内部統制の限界を補完するものとして

外部監査が存在する。また，内部統制の限界を補完し，内部統制および外部室主査の機能を高める

とともに，両者の関係をより強間にするものとして， rマーケットJの存在が重要となる。この

ような，マーケットをベースとしたガパナンスをより効果的にすることを目指した改革が，

sox法であった。詳細については，佐久間 [2006]参照。
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